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内容 点数

重複投薬等の解消に係る取組の実績※を有している薬局で、
複数の医療機関から６種類以上の内服薬が処方されている患者等に、
服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行う
（処方箋受付1回につき）
※過去1年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績（届出不要）

イ 初めて処方箋を持参した場合 3点

ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合で
処方内容の変更により薬剤の変更又は
追加があった場合

3点

10の2注4 調剤管理加算
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A病院 B診療所

【2022/3/31疑義解釈その1】
同一医療機関複数診療科からの合計6種類以上では不可

【対象患者】

●１銘柄ごとに
１種類として計算

●屯服薬は含めない

合計6種類以上の内服薬
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【2022/3/31疑義解釈その1】
直近の服用薬剤調整支援料算定日の翌日から翌年の同月末日までの間は実績を有するものとして良い

【施設基準】
過去1年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績

患者

薬局としての算定実績があれば、対象患者に対しては服用薬剤調整支援料
の算定経験の有無に関わらず、調剤管理加算は算定可能と解釈されます 算定要件上、同時受付でなければならない、とはされていません

2022
4/20

2022
4/21

2023
4/30

服用薬剤調整支援料1又は2算定

調剤管理加算 算定可能期間
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●薬剤情報●特定健診情報
●薬剤服用歴

薬剤師
患者・家族

服用中の薬剤
（内服薬6種類以上）処方医

●服薬状況等

① 重複投薬・相互作用等確認

② 情報を一元的に把握

④ 調剤後も服薬情報等把握

⑤ 必要に応じ情報提供

③薬学的分析

⑥
記
載

薬剤服用歴等
●確認した服薬状況等の情報
●薬学的分析の要点

算定要件

オンライン資格
確認システム 手帳
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・「高齢者の医薬品適正使用の指針」（総論・各論）（厚労省）
・「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」（厚労省）
・高齢者の安全な薬物療法ガイドライン（日本老年学会） 等

※副作用の可能性検討
時に参考とする指針、

ガイドライン等

副作用の可能性
検討時は指針やガ
イドライン※を参考
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内服薬※の種類変更

加算の対象となる場合

【2022/3/31疑義解釈その1】
複数の医療機関の処方箋を同時にまとめて受け付けた
場合は１回のみ算定可

処方箋
A錠
Bカプセル

C錠 ➡ F錠

Dカプセル

処方箋
A錠
Bカプセル
C錠
Dカプセル

Eカプセル

※当該薬局で調剤している内服薬

処方箋
A錠
Bカプセル
C錠
Dカプセル

又は

イ 初めて処方箋を持参 ロ 2回目以降に処方箋を持参
処方内容の変更により薬剤の変更、追加

【2022/3/31疑義解釈その1】
・薬剤服用歴に患者の記録がない場合
・記録が残っていても直近の処方箋受付日から３年以上
経過している場合は対象となる

薬剤師 患者

初めての来局
ですね？

服用中の薬剤
（内服薬6種類以上）

薬剤師

薬剤服用歴等が
保存されている患者

【2022/3/31疑義解釈その1】
異なる薬効分類の有効成
分を含む内服薬への変更
が該当する

同一薬効の有効成分を含む配合剤
や内服薬以外への変更は含めない

内服薬※の種類数が1種類以上増加
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処方箋

3年以上

処方箋前回 今回

薬剤服用歴
記録

減少は対象外です

変更

増加
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